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▎保育提供体制の確保のための実施計画とは

1

➢ 「保育提供体制の確保のための実施計画」とは、子ども・子育て支援制度の中で、自治体が、将
来にわたって必要な保育サービスを安定的に提供するために作成する計画のこと

➢ こども家庭庁より当該実施計画については、将来における保育需要の把握が十分であるかや、当
該需要に基づいた提供体制を確保するための計画となっているか等を確認する観点で、子ども・
子育て会議等での承認を得ることを必要としているとの連絡があった。

➢ 本市は、「就学前教育・保育施設整備交付金」及び「保育対策総合支援事業費補助金」を活用し
ていることから、今回の子ども・子育て会議に諮り、今後、国の採択を受けたい。

交付金・補助金名称 内容 具体例

就学前教育・保育施設整備交付金 保育園等整備
（園舎の建設含む）

公立保育所の民営化、認定こども園の耐
震補強、保育園等の老朽化対策

保育対策総合支援事業費補助金
（保育所等改修費等支援事業）

保育園等整備
（賃貸物件を活用したもの）

賃貸物件を活用した保育園整備



▎採択について
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➢ 「保育提供体制の確保のための実施計画」の採択については、現状受けている国の財政支援を継続的
に受けられるようにしたい。

交付金・補助金名称 通常の補助率 嵩上げ後の補助率

就学前教育・保育施設整備交付金 国：1/2
市：1/4
事業者：1/4

国：2/3
市：1/12
事業者：1/4

保育対策総合支援事業費補助金
（保育所等改修費等支援事業）

国：1/2
市：1/4
事業者：1/4

国：2/3
市：1/12
事業者：1/4

施設の種類 補助金交付対象

保育所 社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人

私立認定こども園 社会福祉法人、学校法人

施設の種類 補助金交付対象

保育所 社会福祉法人、学校法人、日本赤十字社、公益社団法人、公
益財団法人

私立認定こども園 社会福祉法人、学校法人

補助金交付対象の緩和

民間保育園の整備について、
より良い教育・保育を提供
できる事業者を選定し、国
の財政的な支援を受けつつ、
確実な整備に努めたい。

また、下記事業についても
現行通り採択を受けたいと
考えている。
➀保育士宿舎借り上げ支援
事業
②都市部における保育所等
への賃借料支援事業
③一時預かり事業（幼稚園
型Ⅱ）



令和8年4月1日 令和9年4月1日 令和10年4月1日 令和11年4月1日

見込み・計画数 見込み・計画数 見込み・計画数 見込み・計画数

０ 歳 児 5,803. 5,779. 5,760. 5,742.

１ ・ ２ 歳 児 12,007. 12,084. 12,022. 11,976.

３ 歳 以 上 児 18,164. 17,964. 17,814. 17,728.

合 計 35,974. 35,827. 35,596. 35,446.

０ 歳 児 1,453. 1,495. 1,535. 1,534.

１ ・ ２ 歳 児 7,984. 8,366. 8,653. 8,617.

３ 歳 以 上 児 11,297. 11,515. 11,783. 11,745.

合 計 20,734. 21,376. 21,971. 21,896.

０ 歳 児 25.0% 25.9% 26.6% 26.7%

１ ・ ２ 歳 児 66.5% 69.2% 72.0% 72.0%

３ 歳 以 上 児 62.2% 64.1% 66.1% 66.3%

合 計 57.6% 59.7% 61.7% 61.8%

０ 歳 児 1,942. 2,004. 2,066. 2,079.

１ ・ ２ 歳 児 6,780. 6,939. 7,143. 7,187.

３ 歳 以 上 児 12,495. 12,558. 12,873. 12,906.

合 計 21,217. 21,501. 22,082. 22,172.
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部分は、子ども・子育て会議で審
議いただく、令和8年4月の見込み

部分は、千葉市・子ども若者プラ
ンで掲載している令和11年4月の
「量の見込み（保育ニーズ）」と
「確保方策（整備量）」を記載し
ている。

▎採択要件について

部分の保育申込者数が50人以上
増加する場合は、「大型マンショ
ンの設立等により翌年度の保育
ニーズが急増する場合」として、
採択される見込みである。
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